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１．はじめに 
言葉の遅れとは、言葉のもつ３つの意味、発声、意味理解、コミュニケーションこの３つの要

素のいずれかが遅れている場合をいいます。１～3 歳まではその発達度合いの個人差が大きいこ

とが知られておりますが、言葉の遅れをどのようにとらえて、フォローアップしていくのかにつ

いてお話していきます。 
 
２．ことばの発達 
(1)まず発語の発達です。 
乳児期早期からみられる喃語は 7 か月頃から盛

んになり 9 か月以降には反復喃語がみられます。1
歳過ぎると有意語の表出がみられ、1 歳半では有

意語が数個、2 歳を過ぎると 200 個以上など年齢

を追うごとに単語数は増加します。2 歳で 2 語文、

3 歳を過ぎると 3 語文、5 歳では原因と結果の説明

や行動の理由の説明ができるようになります。 
（２）次に言語理解の発達です。 

すでに新生児期には音韻に違いを聞き分けてい

ると推定されていますが、乳児期後半には文節化

した言語を聞き取ることができるようなります。1
歳半では簡単な指示に従い、3 歳では大小などの

対立概念、4 歳では数の概念を理解するようにな

り、認知発達とともに様々な言語概念の理解が進

んでいきます。 
 

３．言葉の遅れとその原因 
一般的には 1 歳半から 2 歳で有意語がないもの

や 3 歳で二語文のないもの、とされています。そ



の原因として大まかには以下のように分類されます。 
（１）まず、見逃してはならないのは難聴です。 

早期診断が大切ですので疑われたらまず専門機関に紹介します。診断のポイントとして、家族

歴、NICU 入院歴や抗菌薬使用状況などのリスク要因の有無、呼名や音への方位反応など、保護

者に家庭における音への反応についてよく聞くことが大切です。特徴としては発語、言語理解と

も遅れが生じますが、幼少時期は比較的情緒豊かで、対人コミュニケーションは保たれているこ

となどが挙げられます。 
（２）知的障害 

ことばの遅れを主訴に受診する中で最も多いと

いわれています。診断に際しては、神経学的所見

を正確にとり、知的障害の原因となる器質的疾患

について精査を行う必要性があります。また発

達・知能検査を行うことが必須ですが、特徴とし

ては、ことば以外の面でも日常生活習慣、身辺自

立などを含めた全般的な発達に遅れを認めます。 
（３）自閉症スペクトラム障害 

診断基準として①「社会的コミュニケーション

の障害 ②限定した興味と反復行動、の２つの軸

を特徴とします。早期発見、早期介入は適応障害などの二次障害を減らすことが可能であるため、

疑わしいケースは、決してそのままにせず、専門外来、療育センターなどの専門機関に紹介する

必要性があります。健診の際には対人コミュニケーションスキルの観察を行うことである程度の

鑑別が可能でしょう。ASD にみられる行動特性として、カレンダーや電話番号など特定の数値の

記憶が極端によい場合や、光や回るものへの興味や感覚過敏、また人の身体を物のように扱うク

レーン、オウム返し、指をひらひらさせるなどの常同行動、などが特徴とされておりこれら特有

の症状の有無を確認していくことが必要です。 
（４）特異言語発達障害  
 知的発達レベルに比べて、言語発達のみが特異的に低下している場合を指します。 
発語がなくても対人コミュニケーション反応に著しい障害が見られない場合は、この疾患である

可能性があります。本疾患では、３歳過ぎた後に発語が見られ就学時までにはほぼ正常となるこ

とが多いのですが、一部に学習障害、構音障害などに関連することもあり長期支援が必要なケー

スも存在します。またご家族の不安が大きいことばしばしばありますので、必要に応じて個別相

談を利用したり、就園などを進めて集団の中で自然な言葉の獲得を待つことも可能でしょう。 
（５）環境性言語遅滞 

周囲からの働きかけが少ない環境で育った場合なども、ことばの遅れる要因となりえます。例

えば母の抑うつ状態、テレビやビデオの見過ぎる

といった不適切な養育方法、極端な例としてネグ

レクトなどの虐待などがあげられます。 
（６）その他：構音障害、どもり 

詳細は割愛いたしますが、子音の構音は 4～7 歳

までには完成するといわれており 4 歳前後に構音

障害が目立つ場合は、専門機関の受診をすすめて

いきます。 
 
４．言葉のおくれを診た際の主要診察所見と検査 
周産期の異常、発達歴、家族歴などの聴取、一



般的な小児科診察に加えて、神経学的診察、発達スクリーニングを丁寧に行うことが大切です。 
（１）発達スクリーニング 

デンバーⅡ発達判定法では、おもちゃなどを用いて実際に子どもの反応を観察する方法も取り

入られ、比較的簡便に外来で使用できる検査法でもありおすすめです。 
（２） 発達・知能検査法 

発達障害が疑われる場合は、新版 K 式発達検査、田中ビネー式発達検査、ウェクスラー式知能

検査などを用いて、発達状況の分析的評価を行い、介入指針などを計画していきます。 
（３）発達障害に特化した検査  

MCHAT などのスクリーニング方法は検診でもすでに活用されており、発達障害を念頭におい

た対人コミュニケーションスキルを観察すること

が可能です。 
（４）評価方法の実際。 

① 乳児期 喃語の有無は問診から聴取し、ま

た聞こえの有無に関しては、母の膝の上に

子どもがお座りした状態で、検査者はその

後方からベルやガラガラ、積み木を入れた

コップを揺らすなどの聴覚刺激を左右別

に行い、子どもの方位反応を確認します。 
② １歳半：絵柄を用いる。 
 ・言語理解を見る場合、「バナナはどれ？」、

「スプーンはどれ？」と子どもに問い。

子どもが指差しもしくは手差しなどでの

反応をみます。 
   ・発語の有無を見る場合は、絵柄を用いて、

「これなあに？」と各絵を順次指差しし

ながら子どもに問い回答できるかについ

てみます。 
 ・対人コミュニケーションスキルの評価と

して、検査者とのアイコンタクト、指さ

しした先をみるなどの共同注意力や、視

線追従などを評価します。 
③ ２歳：２語文の表出について確認し、人形などを用いて、お目目はどこ？、お鼻は？

という問いに指差し可能かをみていきます。 
④ ３歳：写真などを用いて、このお友達は何をしていますか？と質問し、「何か食べてる」、

などの文章で説明ができるか、また色のつ

いた積木などを用いて、赤色の積木はどれ、

などの問いに返答できるかを確認してい

きます。 
⑤ 対人コミュニケーション評価のポイン

ト：日常において他児を交えたごっこ遊び

ができているかなどの問診や、検診時の指

さし、視線追従、注意の共有の有無など、

総合的に評価し、気になる点が多い場合は、

発達障害を念頭に専門機関の受診をすす

めていきましょう。 



 
５．ことばが遅い子どもへの支援 
発達障害や難聴が疑わしい場合、早期診断、早期療育が重要であるため可及的早急に専門医に

紹介をすることが必要でしょう。また原因を知る努力をしながらも、その後の対応を明確に示し、

また日常で何ができるのかについて、ご家族が前向きに実行できるような内容をアドバイスして

いく姿勢が求められます。 
（１）語環境を整える基本姿勢 
言語を強制、言い直させるという態度は子ども

の話そうとする意欲を減弱する可能性があり、何

より子どもの自信を低下させてしまう可能性もあ

りますので、控えることを勧めます。生活の中で

関わる大人が、豊かな言語表現を行う、例えば散

歩しながら「お花きれいね」と話しかけ、子ども

反応を促したり、わかりやすく、短く話すことを

心掛けたり、手遊びなどのやりとり遊びをしなが

ら非言語的にも他者とのコミュニケーションをと

ることの楽しさや方法などを促す、などのアドバ

イスができるとよいでしょう。 
（２） 社会的資源の活用 

保健センター、療育センターでは心理士、言語

聴覚士などが配置され、指導や相談などを行って

います。また境界例や適応力の比較的高い例では、

保育園、幼稚園などでの集団生活を積極的に促す

ことが言葉の発達によい効果を及ぼすことが十分

考えられますが。その際には、正しい理解と支援

を促すための情報交換が必要でしょう。その他言

葉の教室や遊びの教室などグループ指導がされて

いる場合もあり活用が可能です。 
 
最後に 

言葉の遅れという現象は日常診療でよくみられます。関わる医療者が、正しい知識のもと、一

人ひとりの個性を大事にしながら、子どもの心と体を健やかに育んでいけるようなあたたかな視

点での支援を心掛けたいものです。 
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